
船橋都市計画の
決定・変更に係る説明会

（海老川上流地区）

令和２年１１月２１日 船橋市
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１．「都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」とは？

2



千葉県

船橋市

都市計画区域 準都市計画区域

都市再開発の方針 等

市町村マスタープラン（市町村の都市計画に関する方針）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（区域マスタープラン）

区域区分

土地利用規制
（地域地区）

都市施設

－特別緑地保全地域
－歴史的風土保全地区
－・・・・・

－都市公園

－・・・・・

市街地開発事業

－市街地再開発
－・・・・・

地区計画

－用途地域
－道路

－下水道

－土地区画整理事業

都市計画制度の体系
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新たな拠点の創出
（海老川上流地区）

官民連携のまちづくり
（南船橋駅南口地区）

広域交流ネットワーク
の充実（北千葉道路）

「都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針」の変更
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２．「海老川上流地区」とは？
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地区の場所は？

海老川上流地区

東葉高速線

飯山満駅

船橋駅

東海神駅 焼肉屋

パチンコ店

船橋我孫子線

海老川

飯山満川

東葉高速線

至医療センター

芝山団地入口
交差点

所在地：東町、米ケ崎町、高根町、夏見５・７丁目、飯山満町１丁目の各一部
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当地区に期待すること
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▲今後増加する人口の受け皿づくり

◀老朽化する市立医療センターの建て替え

▼無秩序な市街化の抑制

市街地
（中心部）

〈スプロール現象〉
市街地（中心部）の機能が無秩序、
無計画に広がる



地区の現状は？

休耕地・耕作放棄地 資材置場など

沿道東葉高速線
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まちづくりを進めるにあたり

9▲「海老川上流地区」と「海老川上流西部地区」

海老川上流地区
土地区画整理事業による
まちづくりを行います

海老川上流西部地区
今後も継続し、まちづくり手
法などを検討していきます

海老川上流地区
土地区画整理事業区域

海老川上流西部地区



３．よりよいまちにするために
①市街化区域への編入

②土地区画整理事業の施行
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市街化区域への編入
 市街化区域とは･･･

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため

「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき」とした区域
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編入前 編入後

坪井土地区画整理事業の区域



用途地域とは？
 第一種低層住居専用地域

 第二種低層住居専用地域

 第一種中高層住居専用地域

 第二種中高層住居専用地域

 第一種住居地域

 第二種住居地域

 準住居地域

 田園住居地域

 近隣商業地域

 商業地域

 準工業地域

 工業地域

 工業専用地域

商業系

住居系

工業系

第一種低層住居専用地域

商業地域

工業地域
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 建ぺい率とは･･･敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合のこと

例：建ぺい率50%の場合、100㎡の敷地には最大50㎡の建築面積の家が建てられる

 容積率とは･･･敷地面積に対する、建築物の延べ面積の割合のこと

例：建ぺい率50％、容積率100%の場合、

100㎡の敷地には50㎡の2階建てが建てられる（50㎡×2階建て=100㎡）

敷地面積

建築面積 1階部分

敷地面積

延べ面積

1階部分

2階部分

建ぺい率と容積率
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本用途
医療センター 準住居地域
建ぺい率60％ 容積率200％

暫定用途
第一種低層住居専用地域
建ぺい率30％ 容積率50％

海老川上流地区の用途地域

新しい土地の使用開始前に
本用途へ
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土地区画整理事業について（１）

整理前

整理後

Ａさんの整理前の宅地

土地の面積は減るが、形がきれいになる

土地を分割
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換地 減歩



土地区画整理事業について（２）
区域面積：約４２．３ｈａ

医療センター

医療と健康のゾーン

新 駅

駅前の商業地

沿道利用施設ゾーン

低層住宅ゾーン

中高層住宅ゾーン

16



ふなばしメディカルタウン構想
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今後の流れ

説明会

(本日)

案の概

要の縦

覧

公聴会
案の縦
覧

都市計

画審議

会

（市）

都市計

画審議

会

（県）

告示

〈県決定〉
・整開保
・区域区分

〈市決定〉
・用途地域
・土地区画整
理事業区域

・下水道
市決定は県審議なし

計画の詳細が
閲覧できます
公述申出が
できます

公述申出した人
が意見を述べる
ことができます

意見書が
出せます

傍聴
できます

傍聴
できます

※区域区分とは、市街化区域及び市街化調整区域の変更のことです
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※整開保とは、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のことです



お問い合わせ先
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都市政策課 ０４７－４３６－２５２３

まちづくりの経緯、土地区画整理事業、新駅の誘致

政策企画課 ０４７－４３６－２０５６

メディカルタウン構想

病院局新病院建設室 ０４７－４３８－３３２１（代表）

医療センターの移転

下水道河川計画課 ０４７－４３６－２６６２

下水道

都市計画課 ０４７－４３６－２５２４

都市計画の決定・変更の手続きについて
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